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わが国 の戦後 のアイル ラン ド史研究、 ない しアイルラ ン ド問題 の史 的研究 には、次 の四っの

主 要 な研究系列=類 型 が確認 される。第一系列 は史学史的研究であり、第二系列 は、マルクス ・

エ ンゲルスをは じめ とす る同時代人 のアイルラ ン ド問題認識 を廻 る研究 である。 また、第三系

列 はアイル ラン ド ・ナ ショナ リズム研究で あるが、 これ は、戦後研究史 の一大潮流 をな してい

る感 があ る。最後 に、第 四系列 は、農業=土 地 問題 を中心 とする経済史研究 である。本章、 ひ

いては本学 位論 文が直接対峙す るの は、 この研究系列 である。

第一系列 の史学 史的研究 と して最 も注 目に値す るのは、1970年 代半ば に公表 された上 野格 氏

・の一連 の論 文で ある
。現段階 にお いて強 く求 め られているのは、上野論文 に比肩 しうるような

総括 的研 究史整理で あろ う。

戦後研 究史 の第二系列、 マルクス ・エ ンゲルスのアイル ラン ド論を廻 る研究 は、特 にマ ルク

スの生 きた時代 につ いて、 みるべ き実証 的成果 を生 み出 して いる。 これ は積極面 と・して評価 し
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え よ う。 だ が 、 マ ル ク スの所 論 へ の関 心 の集 中 は、 同 時 に、 著 し く碕形 的 な研 究 状 況 を も現 出

させ て い る。 それ は端 的 にい って、 マ ル ク スの 死 後、1880年 代 後 半 以 降 の歴 史 過 程 につ い て の

研 究 の等 閑 視 で あ る。1880年 代 後 半 か ら20世 紀初 頭 に か け て の時 期 が ア イル ラ ン ド問 題 の 主 要

な内 容 を な す 土地 問題 と ホー ム ・ル ー ル問 題 史上 、 決 定 的 に重 要 な時代 で あ る こ とに つ い て 、

異論 はあ りえ な いの で はな か ろ うか 。

戦 後 研 究 史 の第 三 系 列 、 ア イ ル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ム研 究 の問題 点 と して は、 ① ア イ ル ラ

ン ド ・ナ シ ョナ リズ ム と直面 した はず の イギ リス の統 治 、 な い し政策 を 問 う視 角 が欠 落 して い

る こ と、 ② ア イル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ムを そ の社 会 経 済 的 背 景 との 関 連 にお い て把 握 す る と

い う関心 が希 薄 な こ と、 以 上 二 点 が 指摘 され ね ば な らな い。 ま た、 わ が 国 の戦 後 の ア イ ル ラ ン

ド ・ナ シ ョナ リズム研 究 が1916年 復 活 祭蜂 起 を分 析 の一 焦 点 と した こ と に も由来 して、 本 格 的

な ア イ ル ラ ン ド国民 党 研 究 は存 在 しな い。 国民 党 研 究 の欠 落 は、 ホ ー ム ・ル ー ル 問題 に つ い て

の本 格 的 モ ノ グ ラ フが 存 在 しな い こ と と と もに、 戦 後 研 究 史 の重大 問題 を な して い る。

戦 後 研 究 史 の第 四系 列 、 す なわ ち、農 業=土 地 問題 を中 心 と した経 済 史 研 究 にっ い て も、 重

大 な傾 向=問 題 を確 認 しな い わ け に はゆ か な い。 一 言 に して それ を要 約 す れ ば、1880年 代 後 半

以 降 の 「大 不 況 」 後 期 と、20世 紀初 頭 「古 典 的帝 国 主 義 」 段 階 につ い て の経 済 史 研 究 が 、 長 き

に わ た って欠 落 して い た ことで あ る。 だ が、 自作 農 創 設 政 策 の 本格 的展 開、 内地 植 民 政 策 の進

展 、 そ して ア イ ル ラ ン ド農 業協 同 組 合 の籏 生 が み られ た のは、他 な らぬ この時期 にお いて であ っ

た。 ア イ ル ラ ン ドにお け る土 地 制 度変 革 の歴 史 的 意 味 を問 う こ と、 特 に ア イ ル ラ ン ド統 治 問 題

との 関 連 を追 及 す る こ とが、 求 め られ て い る とい え よ う。

これ ま で の検 討 を踏 まえ て 、 わ れ わ れ は、 ア イ ル ラ ン ド土地 政 策 史 研 究 を ど の よ うに構 想 す

べ きで あ ろ うか 。 まず 、 考 察対 象 時期 が19世 紀 末 ・20世 紀初 頭 に定 め られ る必要 のあ る こ とは、

す で に明 らか で あ ろ う。 次 いで、 わ れ わ れ の ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 史 研 究 は、 国 民 的 遺 産 と も

い うべ き沢 村 康 『小 作 法 と 自作 農 創 定 法 』(改 造 社 、1927年)第 三 編 「ア イ ル ラ ン ドの 土 地 政

策 」 との 学 問 的 対 決 の 上 に構 築 され ね ば な らず 、 お よそ以 下 の序 列 で展開 させ る必要 が あ ろ う。

〔1〕 政 策 主 体 、 政 策 的意 図

戦 後 研 究 史 は多 彩 な 同 時代 人 の ア イ ル ラ ン ド問 題 意識 を発 掘 ・紹 介 して い るが、 一 つ の重 要

領 域 を看 過 して い る。 それ は、 直接 の政 策 当 事 者 の ア イル ラ ン ド問題 認 識 が 本 格 的 に究 明 され

て い る と は い いが た い こ とで あ る。 同時 代 人 の ア イル ラ ン ド問題 意 識 を 廻 る研 究 は、 こ こ まで

拡 張 され る必要 が あ ろ う。

〔2〕 関 連 領 域

アイ ル ラ ン ド土 地 政策 は、 実 に様 々 な問題 群 と関連 す る。 特 に、長 期 にわ た る アイ ル ラ ン ド

土 地 法 の 展 開過 程 にお いて、 自作 農 創 設 資 金 規模 が段 階 的 に拡 大 され て い る こ とが、 注 目 され
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るべ きで あ ろ う。 この方 向 にお いて 、 ア イル ラ ン ド土 地 冑題 は、 『時 代 の 金 融 的 諸 条 件 及 び そ

れ らの 諸 条 件 が 国 家 の借 入 能 力 に課 す る制 約 』 と連 繋 す る こ とが銘 記 さ れ るべ きで あ る。

〔3〕 客 観 的 効 果

沢 村 氏 は、 ア イ ル ラ ン ド土 地 法 の 客 観 的成 果 を 総 括 的 に把 握 して い る。 しか し、 そ の 客 観 的

成 果 の う ち に ア イ ル ラ ン ドの 地域 的 差 異 が どの よ う に反 映 して い るか 、 アル ス タ ーの 独 自 な位

置 が どの よ うに表 現 され て い るか 、 以 上 の点 が な お 問 わ れな けれ ばな らな い。 また、1903年 ウ ィ

ン ダ ム法 を もって、 ア イ ル ラ ン ド農 民 の運 動 は鎮 静 に帰 したか 、 この論 点 も追求 され ね ば な ら

な い。

〔4〕 統 治 問 題 へ の 展 望

保 守 党 ・統 一 党 が 推 進 した一 連 の 本 格 的 な 自作 農 創 設 立 法 は、 「温 情 に よ って ホ ー ム ・ル ー

ル を圧 殺 す る」(tokillHomeRulebykindness)試 み と呼 ばれ た こ と に よ って も うか が わ れ る

よ うに、 自由党 の ア イル ラ ン ドに対 す る ホ ー ム ・ル ー ル賦与 路線 と は対 抗 的 な政 策 路 線 の展 開

に他 な らな い。 アイ ル ラ ン ド土 地 政 策 史研 究 は、 ア イ ル ラ ン ド統 治 問題 に寄 与 し、 かっ そ れ を

展 望 し う る もの と して構 想 され る必 要 が あ ろ う。

補 論 安 川 悦 子 著 『ア イル ラ ン ド問題 と社 会 主 義』

本 書 は、 ア イ ル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ムを主 要 テ ーマ と した貴 重 な研究 書 で あ る。安川 氏 は、

1880年 代 に視 点 を据 え て、 数 多 くの 同時 代 人 の ア イ ル ラ ン ド問 題 認 識 を立 体 的 か っ 重 層 的 に 描

き 出 して い る。

第 一 章19世 紀 末 の ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策

グ ラ ッ ドス トー ン 自由党 内閣 は、 「ア イ ル ラ ン ド国 教 会 廃 止 法 」(1869年)、 「地 主 ・小 作 人

(ア イ ル ラ ン ド)法 」(1870年)、 そ して 「ア イル ラ ン ド土 地 法 」(1881年)、 以 上 三 っ の土 地 関

連 法 を 制 定 して い る。 こ こで は、 と りわ け次 の 諸 点 に留 意 したい。

第 一 に、 自 由党 内 閣 の ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 は、 小 作制 度 の改 革 を通 じて ア イ ル ラ ン ド土 地

問 題 の 解 決 を図 る こ とに主 要 力 点 が 置 か れ て い た。 この よ うな政 策 的 志 向 は公 正 地 代 立 法 た る

画 期 的 な1881年 法 を生 み 出 した ので あ るが 、 同 法 はそ の地 代 削 減 効 果 に よ り、1880年 代 中葉 以

降本 格的展開 をみせ る 自作農創設 にとって・ 特 に本論文 の第二章で考察す るウ ィンダム法 の成

立 に とって も、歴史的 かっ論理的前提条件た るべ きものであ った。

第二 に、当該段階 の自作農創設 は、小 作制 度の改革 に比 して、 いわば従た る側面 をなす。 当

該期 の端緒的 な自作農創設方式 の特質 と して確認 され るべ きは、 その限定的性格 であ ろ う。 こ

のよ うな性格 は、 自作農創設 のための財政条項 にその表現 を見 い出 して いる。 すなわ ち、如上

の三 つの法律 に共通 して国家 の融資=信 用 は土地購入代金 の一部(三 分の二 か ら四分 の三)に

対 してのみで あ り、70年 法 と81年 法の 自作農創設条項不成績の原因 は何 よりもここに求 め られ
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ね ば な らな い。

第 三 に、 ア イル ラ ン ド農 民 の要 求 は、 グ ラ ッ ドス トー ン 自由党 内閣 の政 策 的対 応 を越 え る も

の が あ った とい わ ね ば な らな い。 す な わ ち、1879年 に組 織 さ れ た 「ア イ ル ラ ン ド全 国土地 同盟 」

は、 ① 搾 出地 代 、 追 放 、 地 主 の抑 圧 の廃 止 と と もに、 ② 公 正 な条 件 で 、 彼 が 耕 作 す る土 地 の所

有 者 とな る こ とを、 す べ て の小 作 農 の権 能 とす るが如 き、 ア イ ル ラ ン ド土 地 制 度 の 根底 的 変 革

を求 め て い た の で あ る。

1880年 代 中葉 以 降 の 「農 業 大 不 況 」 後 期 にお いて、 ソー ル ズ ベ リ保 守 党 ・統一 党 内 閣 は、 客

観 的 に意 味 あ る本 格 的 な 自作 農 創 設 立 法 と して、 ア シ ュボ ー ン諸 法(1885、1888年)と バ ル フ ォ

ア諸 法(1891、1896年)を 制 定 した。1891年 に は、 内地 植 民 政 策 も開 始 さ れ て い る。 そ の条 件

の一 つ と して、 「農 業大 不 況」 深 化 を背 景 と しっ っ 、 ア イル ラ ン ド農 民 が 新 た な形 態 の 対 地 主

闘 争 に乗 り出 した こ とが あ げ られ よ う。

まず 、 ア シ ュボ ー ン法 は、 ① 土 地 価 格 全 額 の現 金 で の貸 付 を規 定 した こと、 ② 「地 代 よ り も

低 い 年 賦 金 支 払 」 関 係 を成 立 させ た こ と、 等 に よ って、 地 主 と小 作 人 双 方 を 引 きっ け、 ほ と ん

ど ス タ ー トか ら成 功 で あ っ た。 ア シ ュ ボ ー ン法 の下 で、1902年 まで に、 土 地 を購 入 した 小 作 農

は約2万5,000名 、 売 却 土 地 面 積 は94万3,000エ ー カ ー に達 した。 当 該 立 法 に よ って 、 土 地 購 入

政 策 は決 定 的 に保 守 党 サ イ ドに よ って採 用 され た とい え よ う。

次 いで 、 バ ル フ ォア法 は、 前 貸 限 度額 を3,300万 ポ ン ドと い う、 従 来 よ り も一 段 と高 い水 準

(ア シ ュボ ー ン法 の場 合、 二 っ の法 律 の合 計 で1,000万 ポ ン ド)に 引 き上 げ た。 そ の 規 定 と して

は、 特 に以 下 の二 点 に注 目 して 却 きた い。 第 一 に、 地 主 は、 従 来 の よ うに現 金 で はな く、 特 別

に創 造 され た2.75%利 付 土 地 債 券 の額 面 価格 で支 払 わ れ る。 同 土 地 債券 は、 次 章 で み るよ うに、

ウ ィ ンダ ム法 の財 政 計 画 の本 質 的条 件 と もな って い る。 ただ し、両 法 にお け る土 地 債 券 の位 置

づ け は相 違 して い る。 第 二 に、 土地 購 入者 が返 済 す る利 子 と償 却 費 は、 「土 地 購 入 会 計 」 に繰

入 られ る。 年 賦 金 支 払 の 不 履 行 に よ り同 「会 計 」 に生 じ うる不 足 は、 ア イル ラ ン ド地 方 税 を主

た る財 源 とす る 「保 障 基 金 」 か ら補 わ れ る。 この 「保 障 基 金 」 もまた ウ ィ ン ダ ム法 の本 質 的条

件 を な して い る。

両 バ ル フ ォ ア法 の 下 で 、1902年 まで に、 約3万7,000名 の 小 作農 が土 地 を購 入 した。 そ の 面 積

は118万5,000エ ー カ ー、 融 資額 は1,080万9,000ポ ン ドで あ る。 した が って、 バ ル フ ォ ア法 は、 一

方 にお いて 先 の ア シ ュ ボ ー ン法 を上 ま わ る実 績 を 示 す が 、 他 方 、 前 貸 限 度 額3,300万 ポ ン ドと

比 較 す れ ば、 実 現 しえ た 貸 付 はわ ず か で あ る。 後 者 の原 因 は、 何 よ り も土 地 債 券 の価 格 変 動 の

うち に求 め られ よ う。

ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 史 上 にお け る19世 紀 末 「大 不 況 」 の 意 義 は、 ア イ ル ラ ン ド農 民 運 動 の

未 曾 有 の高 揚 を背 景 と しっ つ 、 ア イル ラ ン ド土 地 問題 に対 す る二 つ の対 照 的 かっ 対 抗 的 な政 策
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路 線 を明 瞭 に打 ち 出 した こ と に求 め られ よ う。 この 点 に お い て、 ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 の展 開

過 程 は、 イ ング ラ ン ドの そ れ と は著 し く相 異 して い る。1880年 代 中葉 以 降 の 「農 業 大 不 況 」 後

期 に お い て、 ア イル ラ ン ドで は、 強 制 的 土 地購 入 の徹 底 した 回避iを 基 本 的 性 格 とす る地 主 的 土

地 改 革 が進 行 した。 保 守 党 ・統 一 党 を推 進 主体 とす る19世 紀 末 の こ の地 主 的 土地 改革 の段 階 的

特 質 は、 い ま だ 『ア イ ル ラ ン ドの土 地 全 体』 の購 入 を射 程 に入 れ て いない ことに求 め られ よ う。

一 方 にお け る 自 由党 の小 作 制 度 改革 、 ア イル ラ ン ドに対 す るホ ー ム ・ル ー ル賦 与 路 線 、 対 す る

に保 守 党 ・統 一 党 の 自作 農 創 設 政 策、 本章 に お い て検 出 され た以 上 二 つ の政 策 路 線 は、20世 紀

初 頭 段 階 にお い て ど の よ うな様相 を呈 す るの で あ ろ うか。 っ つ い て、 わ れ われ は、 この問 題 を

検 討 しよ う。

第二 章1903年 ウ ィ ンダ ム法 の成 立

『ア イ ル ラ ン ドの諸 階 級 の和 解 』、 『平 和 と繁 栄 』 を 標 榜 して1903年 に成 立 した ウ ィ ン ダ ム 法

は、 「零 細 借 地 農 民 の国 」 か ら 「農 民 的 土地 所 有 者 の 国」 へ の歴 史 的 転 化 を 媒 介 した 一 連 の ア

イル ラ ン ド土地 法 の な か で、 最 有 力 の立 法 、最 大 の土 地購 入 法 で あ った。 同 法 は、 「農 業 大 不

況 」 後 期 以 降、 保 守 党 ・統 一 党 が 追 求 して きた 自作 農 創 設 政 策 の 画竜 点 晴 と して位 置 づ け られ

よ う。

ウ ィ ン ダム法 が最 大 の土 地 購 入 法 た りえ た根 拠 は、 次 の点 に求 め られ る。第 一 に、一方 で は、

現 行 裁 定 地 代 を1-4割 下 ま わ る年 賦 金支 払 とい う形 で小 作 農 に土 地 購 入 の た め の 『誘 因』 を

提 供 し、 他 方 、 地 主 的 利 害 へ の慎重 な配 慮 を示 しっっ 、 彼 ら地 主 を土 地 売 買 へ 導 くた め の 数 々

の 『誘 因 』 を規 定 し、 か く して両 段 階 を統 一 党 の政 策 路 線 にか な りの 程 度結 集 しえ た こ と、 併

せ て 、 第 二 に、 「ア イル ラ ン ド土 地 購 入 基 金」、 「保 障 基 金 」 に 依 拠 した2.75%利 付 土 地 債 券 発

行 を媒 介 と して 、 シ テ ィか ら巨額 の 自作 農 創 設 資 金 を導 入 しえ た こ とで あ る。

ウ ィ.ンダ ム法 は真 に瞠 目 に値 す る巨大 な立 法 で あ った が、 しか し、 同法 の成 立 を もっ て して

も、 わ れ わ れ は、 ア イ ル ラ ン ド土 地 問題 の歴 史 的 「解 決」 につ い て語 り うる にす ぎ な い。 む し

ろ、 ウ ィ ンダ ム法成 立 が ア イル ラ ン ド土 地 問 題 の 局面 を大 き く変 化 させ た こ とが 注 目 され るべ

きで あ ろ う。 第一 に、 ウ ィ ンダ ム法 の下 にお いて は、土 地 債 券 の額 面 割 れ に規 定 され て 、 「所

領 売 却 協 定 の 洪水 」 と現実 の前 貸 額 と の間 に著 しい乖 離 が生 じ、 そ の差 が 「懸案 とな った協 定」

と して 累 積 して い た。 「最 後 の 自由党 政 権 」 は、 こ の問題 に対 す る財 政 的 対 応 を 余 儀 な くさ れ

るで あ ろ う。 第 二 に、 ウ ィ ン ダム法 は、 自作農 創 設 を大 き く前 進 させ た こ と によ って、 内地 植

民 を ア イ ル ラ ン ド土 地 問題 の一 焦 点 と して ク ロー ズ ァ ップ した と いえ よ う。 な る ほど、 ウ ィ ン

ダム法 の下 に お い て、 内地 植 民 事 業 は先行 立 法 以 上 の成 果 を 示 す と はい え 、 「地 方 の 感 情 」 を

静 め る こ と は出来 ず 、 そ の た め 「家 畜 追立 て」 闘争 、 「牧 場 戦 争 」 が現 出 して い た。 加 え て 、

ア イ ル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リス トは、 伝統 的 に ア イ ル ラ ン ド西 部 の稠 密 救 済 事 業 に格 別 の関 心 を
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払 って い た。 これ らの事 情 は、 自由党 政 権 の政 策 的 対応 を必 至 とす るで あ ろ う。

統 一 党 政 権 下 の ア イ ル ラ ン ド農 業=土 地 政 策 の 領 域 に、 二 つ の協 議 会 が 見 い 出 され る。 ア イ

ル ラ ン ド農 業 協 同 組 合 運動 史上 にお け る 「全 党 派 協議 会」 と して の 「リセ ス委 員 会 」 と、 ウ ィ

ンダ ム法 成 立 に前 提 を与 え た 「ア イ ル ラ ン ド土 地 問 題協 議 会 」 とで あ る。 統 一 党 の ア イル ラ ン

ド農 業=土 地 政 策 が 「社 会 的和 解 」、 「融 和 」 の外 観 を呈 す るの は、 この協 議 会 方 式 の た め で あ

ろ う。 統一 党 の土地 政策 は、 そ の全 領 域 にお いて強制 的土 地購 入 を回避 して お り、階級 協調 的 ・

自作 農 創 設 優 位 の 政策 と特 徴 づ け る ことが 出 来 よ う。 統 一 党 の政 策 路 線 は ま た 、 「農 業 信 用 組

合 」、 「ア イ ル ラ ン ド農 業 組 織 協 会 」 に対 す る補助 金 政策 に よ り、 ア イ ル ラ ン ド農業 協 同 組 合 運

動 を も統 括 しよ う とす る もの で あ った。

統 一 党 の 政 策路 線 は、 しば しば、 「温情 に よ って ホ ー ム ・ル ー ル を圧 殺 す る」 と形 容 さ れ る。

事 実 、 「土 地 問 題 協 議 会 」 議 長 ダ ン レー ヴ ン は、 ウ ィ ンダ ム法 成立 の翌 年 、 「ア イ ル ラ ン ド改 革

協 会」 を結 成 し、 ア イル ラ ン ドに対 す る 「権 限委 譲構 想 」(devolutionplan)を 提 示 す る。 次

章 で検 討 す る よ うに、 ダ ン レー ヴ ンの こ の提案 は、 政 界 に 巨大 な波 紋 を 投 げ か け る の で あ る。

か く して、 「建 設 的 ユ ニ オ ニ ズ ム」 は、 農 業=土 地 問題 か らア イ ル ラ ン ド統 治 に 至 る 立 体 的 な

政 策 路 線 と して、 さ らに そ の歴 史 的 意 義 が追 求 され る必 要 が あ る と いえ よ う。

第 三 章20世 紀 初 頭 ア イ ル ラ ン ドに対 す る権 限委 譲 構 想

積 年 の ア イ ル ラ ン ド土 地 問 題 が20世 紀 初 頭 に至 り特 定 の 仕 方 で歴 史 的 「解 決」 をみ た こ とは、

他 方 、 ア イ ル ラ ン ド 「自治 問 題 」 に対 して、 い か な る イ ンパ ク トを与 え た の で あ ろ うか 。 本 章

は、 ダ ン レー ヴ ン伯 の提 起 した ア イル ラ ン ドに対 す る権 限 委 譲 構想 に即 して、 この問 題 の一 端

を検 証 しよ う とす る もの で あ る。

ウ ィ ン ダム法 成 立 の後 、 伯 らが 提起 した権 限 委 譲 構 想 は、 「南 部 ユ ニ オ ニ ズ ム」、 「ア イ ル ラ

ン ド ・ユ ニ オ ニ ズ ム の りベ ラルな要 素 」 を体 現 す る もの で あ り、「開 明 的 」 地 主 階 級 に よ る ア

イ ル ラ ン ド統 治 改 革 構 想 で あ った とい え よ う。 た だ し、 ア イル ラ ン ド問 題 の 深 刻 さ は、 「融 和

と善 意 」、 「温 和 で進 歩 的 な あ らゆ る意見 の結 合 」 を標 榜 す る この よ うな改 革 構 想 が 狭 阻 な支 持

基 盤 を持 っ に とど ま る点 に求 め られ る。

「ア イ ル ラ ン ド改 革 協 会 」 第一 次 報 告 書 は、 グ レー ト ・ブ リテ ン とア イ ル ラ ン ドの 間 で の議

会 の連 合 が帝 国 の政 治 的 安 定 と二 っ の 島 の繁 栄 に と って不 可 欠 で あ る と主 張 しなが ら、 連 合 と

権 限 委 譲 との両 立 可 能 性 を説 いて い た。 この点 は、 ダ ン レー ヴ ン伯 らに と って 根 本 原 則 に他 な

らなか った。 ま た、 「改 革 協 会 」 第 二 次 報 告書 は、 「ア イル ラ ン ド財 政 評 議 会 」 創 設 と 「立 法 制

定 機 関 」 設 立 提 案 とを 二 大 支 柱 とす る もので あ っ た。今 後 進 展 が期 待 され る ホー ム ・ル ー ル問

題 研 究 に お い て も、 「ホ ー ム ・ル ー ル法 案 の財 政 条 項 」、 「新 しい ア イ ル ラ ン ド議 会 に与 え られ

るべ き財 政 的 機 能 」、 「イ ング ラ ン ドとア イ ル ラ ン ドの財 政 関係 」 に分 析 の 一 焦 点 が設 定 され る
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必 要 が あ ろ う。 権 限 委 譲構 想 の歴 史 的性 格 把 握 は、 この よ うな作業 との 関連 にお い て の み可 能

と され るで あ ろ う。

権 限 委 譲 構 想 の歴 史 的 系譜 ・継 承 につ いて 、 ダ ン レー ヴ ン伯 が、1907年 に次 の よ う に述 べ て

い る こ と に注 目 した い。 す な わ ち、 「権 限委 譲 の た め の一 貫 性 の私 の主 張 を支持 して、私 はチ ェ

ンバ レ ン氏 自身 よ り もす ぐれ た権 威 に た よ る こ と は出 来 な い。 彼 は この原 則 の最 初 の提 唱者 で

あ っ た の み な らず、 ア イル ラ ン ドに適 用 され る 『権 限委 譲 』 と い う用 語 の創 造 者 で もあ った」、

「20年 前 、 リベ ラル ・ユ ニ オ ニ ス ト党 あ承 認 され た指 導 者 た ち に よ って 概 説 さ れ た 政 策 は、 す

べ て の本 質 的 な点 に お い て、 今 日の ア イ ル ラ ン ド改革 協 会 の 政策 と同一 で あ る。 当時 、 彼 らは

以 下 の こ とを希 望 して い た。 『ア イ ル ラ ン ド地 方 業 務 の委 譲 に よ って帝 国 議 会 を救 済 す る こ と』

で あ り、 『連 合 と両 立 す る 巨 大 な 自 己統 治 の 手 段 を、 ア イ ル ラ ン ドに与 え る こ と』 で あ る。

… 特 に チ ェ ンバ レ ン氏 は、 進 歩 的 で 理 性 的 な ユ ニ オニ ス トの政 策 へ の忠 誠 の点 で首 尾 一 貫

して い た」 と。 他 方 、 跣 θ0α8ε!orDω0♂ 碗`0π απ4・、4Sε観 αηθ麗0ゲ 古んεHo肌 θR泓ZεQμ θS乙`0π

う:yOoπ8θ漉,Loπdσ π,1913と い う同 時 代 文 献 の存 在 は、 第一 次 世 界 大 戦 直 前 に お い て も、 権 限

委 譲 構 想 が ア イ ル ラ ン ド統 治 改 革 構想 φ伏 流 と して存 在 しっ づ け る こ との一 証 左 で あ ろ う。

第 四 章 第 一 次 大 戦 前 の ア イ ル ラ ン ド農業 罵土地 政 策

沢 村 康 氏 の戦 前 の 画 期 的 労 作 『小 作 法 と 自作 農 創 定 法 』 第 三 編 は、 「ア イ ル ラ ン ドの 土 地 政

策 」 にお け る 「二 個 の潮 流」 を析 出 しっ つ、 端 的 に次 の よ う に述 べ て い た 。 「自 由 党 は小 作 制

度 の 改革 に力 を 鑑 し保 守 党 は 自作 農 の創 定 に努 力 し斯 くて両 々相 倹 って土 地 問 題 の解 決 に進 ん

だ の で あ る」 と。 確 か に、 ア イル ラ ン ドに お け る本 格 的 な 自作 農 創 設 立 法 の 展 開 、 す な わ ち、

1885年 の ア シ ュ ボ ー ン法 を起 点 と し、 バ ル フ ォア諸 法(1891、1896年)に お いて拡 張 され、1903

年 の ウ ィ ンダ ム法 に そ の完成 形 態 を見 い 出 した政 策 系 列 は、 そ の推 進 主 体 が一 義 的 に保 守 党 ・

統 一 党 で あ る こ とを 示 して い る。 語 の厳 密 な意 味 で の 自作 農 創 設 政 策 に視 野 を 騙 踏 す る限 り、

自由 党 は、1909年 の バ ー レル 法 にお い て、 ウ ィ ン ダム法 の財 政 計 画 の批 判 者 と して(大 蔵 省 の

観 点!)位 置 づ け られ る にす ぎな い よ うに み え る。 だ が、 果 た して、 第 一 次 大 戦 前 、 「最 後 の

自由党 政 権 」 下 の ア イル ラ ン ド土 地政 策 一 般 が大 蔵 省 の観 点 か らす る対 応 に とど ま る の で あ ろ

うか。 ア イル ラ ン ド土 地 問題 の 歴 史 的 「解 決 」 との関 連 に お い て、 大 戦 直 前 に深 刻 化 した ホ ー

ム ・ル ー ル 問題 に対 す る展 望 を 獲 得 して ゆ くた め に は、 自由党 政 権 下 の独 自 な農 業=土 地 政 策

の検 討 が 不可 欠 で あ ろ う。

1903年 の ウ ィ ン ダ ム法 はア イル ラ ン ド土 地 問題 の局 面 を大 き く変 化 させ 、 同 法 の下 に お い て

は、2.75%利 付 土 地 債 券 の額 面 割 れ に規 定 さ れて 「「所 領 売 却 協 定 の洪 水 」 と現 実 の 前 貸 額 と の

間 に著 し い乖離 が 生 じ、 そ の差 が 「懸案 とな った協 定 」 と して累 積 して い た。 この 「懸 案 とな っ

た協 定 」 は、 自由 党 政 権下 、 バ ー レル法 の財 政 的 対 応 に よ って も解 消 さ れ えず 、 第 一 次 大 戦 後
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に至 る まで ア イ ル ラ ン ド土 地 問題 の一 底 流 を形 づ くる こ とに な る。 「懸 案 とな った 協 定 」 の下

に お い て、 地 主 は、 小 作 農 か ら 「土 地 委 員 会」 を介 して、 土 地 売 却 代 金 の利 子 を支 払 わ れ る に

す ぎず 、 ボー ナ ス(土 地 売 却 奨 励 金)の 利 子 は支 払 わ れ な い。 他 方 、 小作 農 は、 この 間、 自作

農 創 設 年 賦 金 設 定 に伴 う利 得 を十 分享 受 しえ な い の み な らず 、 土 地所 有 権 に接 近 す る こ と も出

来 な い。 した が って、 ア イ ル ラ ン ドの 農 村 に不 満 が 内 向す る こ と にな るで あ ろ う。

厳 密 な意 味 で の 自作 農 創 設 政 策 を み る限 り、 自 由党 政 権 の達 成 を高 く評 価 す る こ とは困 難 で

あ る。 しか し、 この点 は、 「最 後 の 自由 党 政 権 」 の ア イル ラ ン ド土 地 政 策 一 般 が 消 極 的 で あ っ

た こ とを意 味 しな い。 それ ど ころか、 自由党 政 権 は、 「1903年 以 後 の 土 地 問 題 」 の 特 有 の一 発

現 形 態 とい うべ き 「家 畜 追 立 て 」 闘争 、 「牧場 戦 争 」 に対 して、 積 極 的 措 置 を講 じて お り、 同

政 権 の ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 は、 反 地 主 的 ・内地 植 民 優 位 の政 策 と規 定 す る こ とが 出来 よ う。

自 由党 政 権 の ア イ ル ラ ン ド土地 政 策 に この よ うな 特 質 を 賦与 した主 体 的 条 件 は、 「権 限 委 譲 危

機 」 以 降 の 「自 由党 と国 民 党 の 同盟 」 関係 に求 め られ るで あ ろ う。 ア イ ル ラ ン ド農 業 協 同 組 合

に対 す る、1907年 以 後 の補 助 金 政 策 の転 換 もま た、 国民 党 の 「建 設 的 ユ ニ オ ニ ズ ム」 批 判 の た

めで あ っ た。

そ れ で は、20世 紀 初 頭 の アイ ル ラ ン ド農 業=土 地 問題 に対 して二 っ の 政 策路 線 が展 開 し、 対

抗 した こ との 歴 史 的意 味、 特 に大 戦 直 前 に深 刻化 した アイ ル ラ ン ド問 題 に と って の意 味 は何 で

あ ろ うか。 最 後 に、 この点 に論 及 して お き た い。

ウ ィ ンダ ム法 が帯 び て い た 階級 協 調 的 色 彩 、 「融 和 」 の 外観 は、 自 由党 政 権 下 の 独 自 な 土 地

政 策 の展 開 に よ って払 拭 さ れ た。 自由 党 の ア イル ラ ン ド農 業=土 地 政策 は、 地 主 利 害 な い しユ

ニ オ ニ ス トとの先 立 っ コ ンセ ンサ ス な しに、 国民 党 の プ レ ッ シ ャーの下 で一 方 的 に推 進 され て

い.る点 に特 徴 が あ る。 しか しなが ら、 この よ うな事 態 は、 地 主 階 級 の反 発 を惹 起 し、 そ の反 発

は、 ①!910年 総 選 挙 の結 果 、 「自由 党 と国 民 党 め同 盟 」 にお け る後 者 の比 重 が 高 ま り、②1913-

14年 、 本 来 の 自作 農 創 設 の領 域 に強 制 的土 地 購 入 原 則 の導 入 を意 図 した 法案 が上 程 され る とき、

決 定 的 に は、 ③1911年 議 会 法 が ア イ ル ラン ドに対 す るホ ー ム ・ル ール法 案 通 過 の現 実 的 可 能 性

を切 り開 い た と き、 一 層 増 長 され る こ と にな るで あ ろ う。 この 意 味 にお い て、 自由党 の農 業=

土 地 政 策 は、 「政 治 的不 安 と闘争 」 を生 み 出 しつ っ 、 アイ ル ラ ン ドに お け るユ ニ オ ニ ス ト陣 営

とナ シ ョナ リス ト陣営 との間 の亀 裂 を 広 め、 暴 力 的対 決 の 場 を 用意 した とい え よ う。

終 章 展 望

フ ッカ ー(E.R.Hooker)女 史 は、 「ほ とん どす べ て の農 民 が 小 作 農 で あ った 国 か ら、 農 民

の ほ とん ど が土 地 所 有 者 で あ る国 へ の、 アイ ル ラ ン ド農村 の転 化 」 を考 察 対 象 と して 、 こ・の歴

史 過 程 を、 次 の 四つ の時 期 に区 分 して いた。 第 一 、 「試 行 期(1869-1885年)」 、 第 二 、 「拡 張 期

(1885-1903年)」 、 第三 、 「全 般 的 土地 購 入 の時 期(1903-1922年)」 、 そ して、 第 四 、 「普 遍 的 土
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地 購 入 の時 期(1923-1936年)」 、 と。 第 四 の 時 期 に対 して は、 ま た 、 「農 場 土 地 所 有 権 計 画 の

完 成 」 との タイ トル も与 え られて い る。

第 四 の時 期 に先 行 す る三 つ の時 期 にあ って は、 ウ ェ ス ト ミンス ターの イギ リス議 会 にお いて、

ア イ ル ラ ン ド全 土 を対 象 と した ア イル ラ ン ド土 地 法 が制 定 され て い た。 第 四 の 時 期 に お い て 、

この よ うな 関係 は失 わ れ て い る。 北 ア イ ル ラ ン ド議 会 は、1921年6月 、国 王 ジ ョー ジ5世 に よ っ

て正 式 に開 か れ た。 しか し、 北 部6州 にお け る土 地購 入 は帝 国政府 に 「留保 された業務 」 であ っ

た ので 、 北 ア イ ル ラ ン ドに対 す る土 地 購 入 法 は、 従 来 と同様 、 イ ギ リス議 会 に お い て制 定 さ れ

る。

これ に対 して、 ア イ ル ラ ン ド自 由国 を対 象 と した土 地 法 は、 アイ ル ラ ン ド議 会(theDail)

で 制 定 され る。 南 部26州 で は、 ア イ ル ラ ン ド自由 国 政 府 が土 地 政 策 の推 進 主 体 と して 登 場 して

い る。 周 知 の よ うに、 マ ル ク ス は、1881年4月 、 当 時 グ ラ ッ ドス トー ンに よ り上 程 され た 「ア

イ ル ラ ン ド土 地 法 案 」 の行 方 を見守 りつ つ、 次 の よ うに述 べ て い た。 す な わ ち 、 「ア イ ル ラ ン

ド土 地 問 題 の現 実 の諸 困 難 ・ … は、 きわ め て大 き い ので 、 それ を解 決 す る唯一 の真 の道 は、

ア イル ラ ン ド人 に 自治 を 与 え、 こ う して彼 ら 自身 で そ れ を解 決 す る よ うに させ る こ とで あ ろ う。

だ が 、 ジ ョ ン ・ブ ル は、 この こ とを理 解 す るに は、 あ ま りに も愚 か 」 で あ る、 と。 ア イ ル ラ ン

ド土 地 問 題 の解 決 が ア イ ル ラ ン ド人 自身 に ゆ だ ね られ る関 係 は、 この 時 点 にお いて成 立 した と

い え よ う。 ア イ ル ラ ン ド土 地 政策 の推 進 主 体 の変 化 と い う この 一 点 の み を もって も、第 四 の 時

期 は格 別 に興 味 深 く、 今 後 の 本格 的検 討 を待 って い る。 この 時 期 にお い て は、 「着 想 に お い て

大 胆 」、 「そ の 条項 にお い て、 一 層.包括 的 かっ 徹 底 的」 な土 地 法 が制 定 され る こ と にな ろ う。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本 論 文 は、19世 紀 末 か ら20世 紀 初 頭 に至 る イ ギ リス の対 ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 を三 っ の 段 階

(19世 紀 末 グ ラ ッ ドス トー ンの ア イ ル ラ ン ド土 地 政 策 〔第 一 章 〕、1903年 ウ ィ ンダム法 〔第二 章〕、

第 一 次 大 戦 前 の ア イル ラ ン ド農 業=土 地 政 策 〔第 四章 〕)に 区 分 す る と と もに 、 当 該 問 題 と密

接 な関 連 を もっ ア イ ル ラ ン ド統 治 を め ぐる権 限 委 譲 問 題 の分 析(20世 紀 初 頭 ア イ ル ラ ン ドに対

す る権i限委 譲 構 想 〔第 三 章 〕)を 加 え て本 論 が構 成 され て い る。

序 章 に お い て は、 研 究 史 を4っ の系 統 に分類 し、 そ れ ぞ れ の特 徴 と問 題 点 が指 摘 され る。 ①

史 学 史 的研 究 、 ② マ ル ク ス ・エ ンゲ ル スを は じめ とす る同 時 代 人 の ア イ ル ラ ン ド認 識 を め ぐる

研 究 、 ③ ア イル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ム研 究 、 ④ 農 業=土 地 問 題 を 中心 とす る経 済 史 研 究 の 四

系統 が そ れ で あ る。 補 論 の安 川 悦 子 の研 究 『ア イ ル ラ ン ド問 題 と社 会 主 義 』 は、 ③ ア イ ル ラ ン
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ド・ナシ ョナ リズム研 究 に属 す るもの とされている。

こう した分 類 に基 づ き、研究史上 まず第一 に、大不況期(1873～96年)か ら第一 次世 界 大戦

にか けての本 格的な イギ リスの対 アイル ラン ド土地政策施行 の時期 が、②や③ の研究系列 のい

ずれにおいて も空白 とされて きた こと。 また第二 に、 イギ リス本 国の政策立案者 の政策意図 や

政策思想 に立 ち入 った研究 が欠如 して きた ことが指摘 され る。

その上 で、本論文 が直接切 り結 び うる唯一の本格 的先行研究 として、澤村康 『小作法 と自作

農創定法』(改 造社1927年)第 三編 「アイル ラン ドの土地政策」 が取 り上 げ られ る。 澤 村 の研

究 は、戦前 のわが国における寄生地主制 「地主 ・小作 問題」 とアイル ラン ドの小作制度 との比

較 による政策提案 を意図 した実践的な研究であ る。

本論文 は、澤村 の研究 を高 く評価 しっっ も、澤村 が分析 の中心 に据えた土 地法 とその客観的

効果 の検証 に止 ま らず、以下 の課題の解明を研究 目的 として掲 げて いる。 即 ち、[1]政 策 主

体で あるイギ リスの対 アイル ラン ド土地 政策 の政策意図 の分析[2]土 地政策 の関連領域 の分

析(ア イル ラン ド自治問題や財政改革 問題 との関連)[3]土 地政策 の客 観 的効果 の分 析(ア

イル ラン ドの地域構造特 にアルスターの特異 な地域 的特質 の分析)、 この三点 である。

次 いで第一章 「19世紀末の アイル ラン ド土地政策」 において は、 グラ ッドス トー ン自由党 内

閣時代の土地政策、 アイル ラ ン ド国教会廃止法(1869年)、 地主 ・小作人法(1870年)、 ア イル

ラ ン ド土 地法(1881年)の 制定 に込 め られた政策意図 とその思想 が考察 され る。 その結 果、 自

由党 の対 アイル ラン ド土 地政策 は基本 的に小作制度改革 に力点 をおいてお り、 アイル ラン ドに

対 して ホーム ・ル ール(内 政 自治)を 賦与す るね らいを持っ ものであ った こと。 これに対 して、

保守 党=統 一党が推 進 した アシュボー ン諸法(1885、1888年)な らびにバ ル フォァ諸法(1891、

1896年)に 込 め られた政策意 図 は、本格 的な自作農創設 にあ り、農業大不況 に対応 した 内地植

民政策 を も展望す る政策 であ った こと。歴史具体的 には、保守党=統 一党政権下 において、土

地購入資金 の貸付 と 「地代 よ りも低 い年賦金支払 い」 そ して地主 に対す る土地購入代金 の現金

支払 いの関係の創 出(ア シュボー ン法)か ら貸付限度枠 の拡大 と2.75%利 付土 地債 券発 行方 式

へ(バ ル フォア諸法)と い う 「地主的土地改革 の本格 的展開」 が見 られ たことが解明 され てい

る。

次 いで第二章 において は、保守党=統 一党が推 進 したアイル ラン ド土地政策 の画竜点晴 とも

いうべ き、1903年 の ウィ ンダム法 が分析 され る。 ロ ン ドンの シテ ィーか らの 「アイル ラ ン ド土

地購入基金」、「保 障基金」 への資金導入、裁定地 代水準 を1-4割 下回 る年賦金支払 い、地主

の土地売却 の促進 を内容 とす る政策が、大 きな成 果を生 む とともに、 アイル ラ ン ドへの 「権限

委譲 問題」 という、 アイル ラン ド統治 の新 たな見 直 しへの気運が醸成 されてい くことがあ とづ

け られてい る。
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第三 章で は、20世 紀初頭に提起 される統一党のアイル ラン ドへの 「権 限委譲構想」 の担 い手

となるアイルラ ン ド 「土地 問題協議会」議長 ダン レー ヴンの政策 的意 図な らびに構想 が分析 さ

れ る。 この構想 は、 土地問題 の画期的成果の上 に アイル ラン ド自治 を 「アイル ラン ド財政評議

会」創設 と 「立 法制 定機 関」設立 によ って達成 せん とす る建設的ユニオニス トの提案 であった。

しか し、 この穏健 な統一党主導 の改革構想 がアイル ラン ド国内では、小作農民 の政治的過激化

によって狭陰な支持 基盤 しか もちえなか った ことが解明 されてい る。

第 四章 で は、 第一 次大戦以前 のアイルラン ド農業=土 地問題 に取 り組 んだ自由党 の保守党=

統一党 の土地 政策路 線 に対抗す る政策が分析 される。 自由党の政策 は、 この段 階 に お いて は、

保守党=統 一党 の 自作農創設政策 を批判 す る内容 を もってお り、反地主 の内地植民政策 を展望

す るものであ った。 その限 り幽にお いて 自由党 の政策路線 は、 アイル ラン ド地主の抵抗 に直面 し、

アイル ラン ド土地 問題 の最終的解決を停滞 させ、政治不安 と暴力的闘争 を助長す る結果 とな っ

てい くことが、 明 らかにされて いる。

終章 の展望 においては、両世 界大戦間期 にお けるイギ リス議会の アイル ラ ン ド土地法制定 か

ら最終 的にアイル ラン ド議会 自身による土地問題 の解決へ と至 る過程が展望 されて いる。

以上 の考察 を とお して、本論文 は近代 アイル ラン ド史研究 に対 して、農業=土 地 問題 の基本

問題 に関す る新 たな解釈 を提示す るとと もに、 隣接諸領域、即 ちアイル ラン ド自治 問題や財政

改革問題 との関連 を示唆す ることによって、研究史 に大 きな貢献 をな してい る。 また イギ リス

近代史研究 に対 して も、 アイル ラン ド農民運動 を背景 に展開 され るイギ リスのアイル ラ ン ド土

地政策 の二っ の対抗路線の解 明、 わけて も保守党;統 一党の 「地主 的改革」路線 を提 示す る こ

とによって、 イギ リス農業 ・土地問題研究 における吉岡昭彦、米川伸一両氏 の先行研 究の問題

点 を鋭 くっ き、新 たな歴史像の再構成 に寄与 している。

よって、本論文の提出者 は、博士(文 学)の 学位 を授与 され るに十分 な資格 を有 す る ものと

認 め られる。
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